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示

青
森
県
告
示
第
十
七
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
十
八
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
十
二
月
九
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
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村

守

男
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名

称

所

在

地

認
定
の
有
効
期
限

労
働
福
祉
事
業
団

青
森
労
災
病
院

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字
南
ケ
丘
一

平
成
十
八
年
一
月
十
一
日

第
二
千
百
二
十
二
号

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

(

火
曜
日)



( )

注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

城
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
一
丁
目
二
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

原
田
昭
彦

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
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製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24－
８

同
左

日
配
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

ブ
ー
ス
タ
ー
Ｕ
Ｄ

14.12
18.6

7.5
0.86

0.67
2.8

4.7
―

―
―

―
3,270

12.6

日
配
子
豚
育
成
用
配
合
飼
料

子
豚
用
パ
ワ
ー
80

14.12
16.4

5.1
0.51

0.47
2.8

3.8
―

―
―

80.1
―

13.2

日
配
成
鶏
飼
育
用
配
合
飼
料

Ｌ
Ｍ
18

14.12
19.0

6.0
3.65

0.64
2.6

11.6
―

―
―

―
2,900

11.7

Ｐ
Ｐ
Ｆ
３
Ｓ

14.12
17.2

5.1
4.45

0.59
2.7

13.3
―

―
―

―
2,840

12.1

パ
ワ
フ
ル
子
豚
Ｍ

14.12
16.6

4.3
0.60

0.56
3.1

4.1
―

―
―

78.6
―

13.5
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た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
エ
ス

弘
大
前
店

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
七
の
八
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
マ
ル
サ
ン

大
阪
府
大
阪
市
淀
川
区
西
宮
原
二
丁
目
二
の
一
七

代
表
取
締
役

上
杉
邦
夫

２

弘
前
銘
醸
株
式
会
社

弘
前
市
大
字
富
田
三
丁
目
七
の
一

代
表
取
締
役

加
藤
順
治

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
お
も
り

る
い
け
店

八
戸
市
南
類
家
三
丁
目
一
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
あ
お
も
り

青
森
市
柳
川
二
丁
目
四
の
二
二

理
事
長

土
嶺
彰

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

五
戸
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

三
戸
郡
五
戸
町
字
下
モ
沢
向
二
一
の
二
七
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

原
田
昭
彦
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三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
五
戸
町
役
場

２

期
間

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
五
戸
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
退
任

弘
前
市
城
東
第
五
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
、
次
の
理
事
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
住
所
変
更

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

弘
前
市
城
東
第
五
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
、
次
の
と
お
り
理
事
の
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
一
月
十
四
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
14年

11月
11日

付
け
青
監
査
第
104号

で
報
告
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
法

(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を
講
じ

た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
公
表
す
る
｡

平
成
15年
１
月
14日

青
森
県
監
査
委
員

片
谷

稔

同
橋
本
敏
子

同
須
藤
健
夫

同
山
内

崇
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氏

名

住

所

木
村

茂
晴

弘
前
市
大
字
福
村
字
下
川
原
三
の
八

氏

名

住

所

三
浦

淑
貞

弘
前
市
大
字
福
村
字
林
元
二
九
の
四

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

監
理
課

未
利
用
財
産
の
解
消

に
努
力
を
要
す
る
も
の

が
あ
る
｡

未
利
用
財
産
の
解
消
に
は
鋭
意
努
力

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
今
後
と

も
､
隣
接
者
等
と
粘
り
強
く
交
渉
を
行

い
､
処
分
の
促
進
を
図
っ
て
い
く
｡

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

債
務
者
の
破
産
廃
止
が
決
定
し
て
い

る
こ
と
か
ら
､
不
納
欠
損
処
分
に
よ
り

収
入
未
済
の
圧
縮
を
図
る
こ
と
と
す
る
｡

港
湾
空
港
課

未
利
用
財
産
の
解
消

に
努
力
を
要
す
る
も
の

が
あ
る
｡

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
売
却
用
地
の

紹
介
に
加
え
､
宅
建
協
会
の
会
報
に
県

有
地
売
却
情
報
を
掲
載
し
､
Ｐ
Ｒ
に
努

め
る
こ
と
と
す
る
｡

ま
た
､
チ
ラ
シ
､
看
板
を
作
成
､
設

置
し
ポ
ー
ト
セ
ミ
ナ
ー
そ
の
他
会
議
の
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機
会
を
捉
え
て
積
極
的
に
新
規
売
却
先

の
掘
り
起
こ
し
を
図
り
未
利
用
財
産
の

縮
小
に
努
め
る
｡

建
築
住
宅
課

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

収
入
未
済
解
消
に
は
鋭
意
努
力
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
既
に
滞
納
と

な
っ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
は
多
方
面

か
ら
検
討
を
加
え
粘
り
強
い
対
応
を
行

う
と
と
も
に
､
新
た
な
滞
納
に
つ
い
て

も
早
期
に
的
確
な
徴
収
に
努
め
る
｡

青
森
県
土
整
備
事
務
所

(青
森
土
木
事
務
所
)

需
用
費
並
び
に
使
用

料
及
び
賃
借
料
に
お
い

て
､
支
払
手
続
が
遅
延

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

支
払
事
務
に
お
け
る
財
務
規
則
の
遵

守
を
職
員
に
徹
底
さ
せ
た
｡

弘
前
県
土
整
備
事
務
所

(弘
前
土
木
事
務
所
)

土
木
使
用
料
に
お
い

て
､
調
定
手
続
が
遅
延

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

今
後
､
占
用
台
帳
の
デ
ー
タ
管
理
を

徹
底
し
､
調
定
手
続
の
遅
延
防
止
に
努

め
る
｡

土
木
使
用
料
に
お
い

て
､
河
川
占
用
及
び
道

路
占
用
の
許
可
手
続
が

適
正
に
行
わ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
｡

今
後
､
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ

う
職
員
に
注
意
し
､
各
法
令
に
基
づ
い

た
手
続
を
遵
守
し
適
正
な
事
務
の
執
行

に
努
め
る
｡

物
品
購
入
に
当
た
り
､

支
出
科
目
が
適
正
で
な

い
も
の
が
あ
る
｡

今
後
､
不
適
正
な
処
理
が
行
わ
れ
な

い
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
適
正

な
事
務
の
執
行
に
努
め
る
｡

収
入
未
済
の
解
消
に

努
め
る
こ
と
｡

３
か
月
以
上
の
滞
納
者
宅
を
臨
戸
訪

問
し
て
誓
約
書
の
徴
取
や
連
帯
保
証
人

へ
の
連
絡
を
行
っ
て
お
り
､
収
入
未
済

の
解
消
に
努
力
し
て
い
る
｡

需
用
費
並
び
に
使
用

料
及
び
賃
借
料
に
お
い

て
､
支
払
手
続
が
遅
延

し
て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う

職
員
に
注
意
す
る
と
と
も
に
､
チ
ェ
ッ

ク
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
｡

電
子
計
算
機
の
賃
貸

借
契
約
に
お
い
て
､
支

出
科
目
が
誤
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
｡

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う

職
員
に
注
意
す
る
と
と
も
に
､
チ
ェ
ッ

ク
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
｡

五
所
川
原
県
土
整
備
事

務
所
(五
所
川
原
土
木

事
務
所
)

重
要
物
品
の
売
却
に

お
い
て
､
事
務
手
続
が

適
正
に
行
わ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
｡

今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う

職
員
に
注
意
す
る
と
と
も
に
､
チ
ェ
ッ

ク
体
制
の
強
化
を
図
っ
た
｡

現
金
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
､
適
正
で
な
い

も
の
が
あ
る
｡

領
収
書
の
取
り
扱
い
の
不
備
に
つ
い

て
は
速
や
か
に
是
正
し
､
今
後
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
職
員
に
注
意
す

る
と
と
も
に
､
チ
ェ
ッ
ク
体
制
の
強
化

を
図
っ
た
｡
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